
議 事 順 序 （ 案 ）  
 

第 ３ ６ ６ 回 定 例 会 
第８日（３月１日） 

     
  １ 開 議 宣 告 
 

２ 議案一括上程  
     令和５年度関係  
      第１３５号議案ないし第１５６号議案、  

第１６０号議案ないし第１７７号議案  
      報第３号ないし報第５号  
   ⑴ 委員会審査報告  

① 文書報告  
総務、健康福祉、産業労働、農政環境、建設、文教、警察の  
各常任委員会委員長  

   ⑵ 委員長報告に対する質疑（終局）  
   ⑶ 討 論  
      久保田  けんじ  議員（反対）  
   ⑷ 表 決（採決方法別紙のとおり）  
   
  ３ 休 会 議 決 
     ３月４日から１８日まで委員会審査のため（簡易採決）  

 
  ４ 日 程 通 告 
     次の本会議は３月１９日（火）午前１１時再開  
 
  ５ 散 会 宣 告 



 

本 日 議 決 予 定 の 議 案 （ 議 決 順 ） 

 
第 ３ ６ ６ 回 定 例 会 

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 

                           
（２月２０日に提出された議案） 

１ 起立採決    

（令和５年度関係） 

第１６６号議案 ひょうごインフラ整備基本方針の改定 

 
２ 起立採決    

（令和５年度関係） 

第１３５号議案 令和５年度兵庫県一般会計補正予算（第５号） 

第１４１号議案 令和５年度兵庫県庁用自動車管理特別会計補正予算（第１号） 

第１６５号議案 阪神高速道路株式会社が行う兵庫県道高速大阪池田線等の事業

の変更についての同意 

第１６７号議案 ひょうご教育創造プランの改定 

第１７１号議案 一般国道 178 号浜坂道路Ⅱ期浜坂第２トンネル（仮称）建設工事

（東工区）請負契約の変更 

第１７３号議案 主要地方道加古川小野線東播磨道北工区国道 175 号Ｄランプ橋

上部工事請負契約の変更 

 

３ 簡易採決 

（令和５年度関係） 

第１３６号議案 令和５年度兵庫県県有環境林等特別会計補正予算（第１号） 

第１３７号議案 令和５年度兵庫県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号） 

第１３８号議案 令和５年度兵庫県公共事業用地先行取得事業特別会計補正予算

（第１号） 

第１３９号議案 令和５年度兵庫県営住宅事業特別会計補正予算（第２号） 

第１４０号議案 令和５年度兵庫県勤労者総合福祉施設整備事業特別会計補正予

算（第２号） 

第１４２号議案 令和５年度兵庫県公債費特別会計補正予算（第１号） 



 

第１４３号議案 令和５年度兵庫県自治振興助成事業特別会計補正予算（第 1 号） 

第１４４号議案 令和５年度兵庫県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第 1

号） 

第１４５号議案 令和５年度兵庫県小規模企業者等振興資金特別会計補正予算（第

１号） 

第１４６号議案 令和５年度兵庫県農林水産資金特別会計補正予算（第２号） 

第１４７号議案 令和５年度兵庫県地方消費税清算特別会計補正予算（第１号） 

第１４８号議案 令和５年度兵庫県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

第１４９号議案 令和５年度兵庫県病院事業会計補正予算（第２号） 

第１５０号議案 令和５年度兵庫県水道用水供給事業会計補正予算（第２号） 

第１５１号議案 令和５年度兵庫県工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

第１５２号議案 令和５年度兵庫県水源開発事業会計補正予算（第１号） 

第１５３号議案 令和５年度兵庫県地域整備事業会計補正予算（第２号） 

第１５４号議案 令和５年度兵庫県企業資産運用事業会計補正予算（第２号） 

第１５５号議案 令和５年度兵庫県地域創生整備事業会計補正予算（第２号） 

第１５６号議案 令和５年度兵庫県流域下水道事業会計補正予算（第２号） 

第１６０号議案 公立学校教職員の特殊勤務手当に関する条例及び職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部を改正する条例 

第１６１号議案 国際人材育成基金条例 

第１６２号議案 安心子ども基金等設置条例の一部を改正する条例 

第１６３号議案 兵庫県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

第１６４号議案 県が行う建設事業についての市町負担額の決定 

第１６８号議案 和解及び損害賠償額の決定 

第１６９号議案 損害賠償額の決定 

第１７０号議案 主要地方道豊岡竹野線（仮称）城崎大橋橋梁上部工事請負契約の

変更 

第１７２号議案 一般県道松尾青野ヶ原停車場線大門橋橋梁上部工工事請負契約

の変更 

第１７４号議案 二級河川東川水系津門川地下貯留管他整備工事請負契約の変更 

第１７５号議案 兵庫県立総合衛生学院電気設備工事請負契約の変更 

第１７６号議案 兵庫県立総合衛生学院空気調和設備工事請負契約の変更 

 



 

第１７７号議案 都市計画道路尼崎宝塚線（阪急立体工区）道路改良工事（その１）

請負契約の締結 

報 第 ３ 号 専決処分の承認 

報 第 ４ 号 専決処分の承認 

報 第 ５ 号 専決処分の承認 



第３６６回定例兵庫県議会  
議 事 日 程 （ 第 ８ 号 ） 

 
令和６年３月１日  
午前１１時開議  

          
    

   第 １   （令和５年度関係）  

         第１３５号議案ないし第１５６号議案、  

         第１６０号議案ないし第１７７号議案  

         報第３号ないし報第５号  

          委 員 長 報 告 

          討    論 

          表    決 

 



資料１ 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

         （自由民主党、公明党、ひょうご県民連合 案） 

 

１ 改正の理由 

  本県の厳しい財政状況等に鑑み、議員報酬の減額措置について、１年間延長するため

所要の整備を行う。 

 

２ 改正の内容 

令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までの間に支給する議員報酬月額並びに議

長及び副議長の役員加算額について、次のとおり減額する（附則第 15項関係）。 

（減額措置の内容） 

ア 議員報酬月額  880,000 円 → 840,000 円（▲40,000 円） 

イ 役員加算額 

・議 長   200,000 円 → 159,600 円（▲40,400 円） 

・副議長   105,000 円 →  83,500 円（▲21,500 円） 

なお、第４条第３項（期末手当基礎額）については対象としない。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

 



議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

 

新旧対照表 

現   行 改 正 案 

   附 則 

１～14 （略） 

（議員報酬月額の特例） 

15 令和５年６月１日から令和６年３月31

日までの間における第２条の規定の適用

については、同条第１項中「880,000 円」

とあるのは「840,000 円」と、同条第２

項第１号中「200,000 円」とあるのは

「159,600 円」と、同項第２号中「105,000

円」とあるのは「83,500 円」とする。た

だし、第４条第３項の規定の適用につい

ては、この限りでない。 

 

  

   附 則 

１～14 （略） 

（議員報酬月額の特例） 

15 令和５年６月１日から令和７年３月31

日までの間における第２条の規定の適用

については、同条第１項中「880,000 円」

とあるのは「840,000 円」と、同条第２

項第１号中「200,000 円」とあるのは

「159,600 円」と、同項第２号中「105,000

円」とあるのは「83,500 円」とする。た

だし、第４条第３項の規定の適用につい

ては、この限りでない。 

  

 



議員提出第 号議案 

 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

  令和６年 月 日提出 

 
兵庫県議会議員 山 口  晋 平 

                         同    大 豊  康 臣 

                         同    橘    秀太郎 

                         同    門 間  雄 司 

                         同        伊 藤  勝 正 

                         同    越 田  浩 矢 

                         同    上 野  英 一 

                         同    中 田  英 一 



 

兵庫県条例第  号 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和35年兵庫県条例第55号）の一

部を次のように改正する。 

附則第15項中「令和６年３月31日」を「令和７年３月31日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



（提案理由） 

 

 本県の厳しい財政状況等に鑑み、議会の議員の議員報酬について、引き続き減額

するため所要の整備を行うこととした。  



資料２ 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

                （維新の会 案） 

 

１ 改正の理由 

  阪神・淡路大震災の復旧復興から続く厳しい財政状況に鑑み、議員自らが身を切る改

革を実践することによって新たな財源を確保し、少子化対策や将来世代への投資、物価

高騰等の影響に対する経済対策や新産業の育成、地域創生の実現等に資するため、一層

踏み込んで議員報酬を削減することとし、所要の整備を行う。 

 

２ 改正の内容 

令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までの間に支給する議員報酬月額並びに議

長及び副議長の役員加算額について、次のとおり減額する（附則第 16項関係）。 

（減額措置の内容） 

ア 議員報酬月額  880,000 円 → 748,000 円（▲132,000 円） 

イ 役員加算額 

・議 長   200,000 円 → 159,600 円（▲40,400 円） 

・副議長   105,000 円 →  83,500 円（▲21,500 円） 

なお、第４条第３項（期末手当基礎額）については対象としない。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

 



議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

 

新旧対照表 

現   行 改 正 案 

  附 則 

１～14（略） 

（議員報酬月額の特例） 

15 (略) 

   附 則 

１～14（略） 

（議員報酬月額の特例） 

15 (略) 

16 令和６年４月１日から令和７年３月31

日までの間における第２条の規定の適用

については、同条第１項中「880,000円」

とあるのは「748,000円」と、同条第２項

第１号中「200,000円」とあるのは「159,

600円」と、同項第２号中「105,000円」と

あるのは「83,500円」とする。ただし、第

４条第３項の規定の適用については、この

限りでない。 

 

 



議員提出第 号議案 

 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

  令和６年 月 日提出 

 
兵庫県議会議員   岸  口  み の る 

                     同      門      隆   志 

                     同      増   山      誠 

                     同      斉  藤   なおひろ 

                     同         鍔   木  良   子 

                     同      徳  安  淳  子 

                     同      高  橋  みつひろ 

                     同       飯    島   義    雄 

                    同         青   山      暁 

                     同      大   矢  卓  志 

                     同      長   崎  寛  親 

同        住   本  陽   子  

                     同      な か い  隆  晃 

                     同      赤   石  ま さ お 

同        大   原  隼  人  

                     同      さ か た   たかのり 

                     同      佐  藤  良  憲 

                                          同      脇   田   のりかず 

同        中  村  大  輔  

                     同      白  井  たかひろ 

                     同      北  村      智 

                      



 

兵庫県条例第  号 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和35年兵庫県条例第55号）の一

部を次のように改正する。 

附則第15項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（議員報酬月額の特例）」を付

し、同項の次に次の１項を加える。 

16 令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間における第２条の規定の適用につい

ては、同条第１項中「880,000円」とあるのは「748,000円」と、同条第２項第１号中「200,000

円」とあるのは「159,600円」と、同項第２号中「105,000円」とあるのは「83,500円」と

する。ただし、第４条第３項の規定の適用については、この限りでない。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



（提案理由） 

 

阪神・淡路大震災の復旧復興から続く厳しい財政状況に鑑み、議員自らが身を切る

改革を実践することによって新たな財源を確保し、少子化対策や将来世代への投資、

物価高騰等の影響に対する経済対策や新産業の育成、地域創生の実現等に資するため、

一層踏み込んで議員報酬を削減することとし、所要の整備を行う。 

 


